
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
中
尊
像
の
成
立
時
期
に
つ
い
て 

髙
橋 

知
可 

は
じ
め
に 

京
都
府
木
津
川
市
加
茂
町
の
浄
瑠
璃
寺
は
、
平
安
時
代
後
期
の
浄
土
式
庭
園
の
伽
藍
配
置

を
と
ど
め
る
美
し
い
寺
で
あ
る
。
国
宝
の
九
体
阿
弥
陀
像
に
始
ま
り
、
四
天
王
像
、
吉
祥
天

像
や
、
慶
派
の
作
と
目
さ
れ
る
大
日
如
来
像
、
十
二
神
将
像
な
ど
、
彫
刻
史
に
お
い
て
も
重

要
な
仏
像
群
が
伝
来
し
て
い
る
。
な
か
で
も
九
体
阿
弥
陀
像
は
、
平
安
時
代
後
期
の
浄
土
信

仰
の
隆
盛
に
よ
り
、
貴
顕
の
御
願
な
ど
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
九
体
阿
弥
陀
像
の
唯
一
の
遺

構
で
あ
る
。
ま
た
、
中
尊
像
は
像
高
二
二
一
・
〇
㎝
の
周
丈
六
像
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

八
体
の
脇
仏
は
像
高
一
三
八
・
〇
～
一
四
三
・
三
㎝
と
い
う
中
尊
像
よ
り
小
さ
い
像
で
あ
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。 

浄
瑠
璃
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
に
寺
僧
長
算
が
浄
瑠
璃
寺
釈

迦
院
伝
来
本
を
藍
本
と
し
て
「
流
記
上
帖
」
と
「
年
中
行
事
下
帖
」
の
二
帖
に
書
写
し
た
『
浄

瑠
璃
寺
流
記
事
』（
図
１
）
が
唯
一
の
根
本
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
年
中
行
事
下
帖
」

は
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、「
流
記
上
帖
」
を
「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
と
称
し
て
い
る
1

。

「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」は
、創
建
か
ら
お
よ
そ
三
〇
〇
年
後
の
写
本
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、

そ
の
内
容
は
詳
細
を
欠
き
曖
昧
で
あ
る
こ
と
が
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

2

。
特
に
創
建
年
代
の
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
か
ら
一
〇
〇
年
間
の
記
述
は
わ
ず
か
し
か

な
く
、
伽
藍
の
造
営
や
安
置
仏
に
つ
い
て
も
明
確
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
た
め
不
明
な
点
が

多
い
。
ま
た
当
時
の
浄
瑠
璃
寺
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
献
史
料
か
ら
も
窺
え
る
と
こ

ろ
が
少
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
九
体
阿
弥
陀
像
の
成
立
事
情
や
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
、
未
だ
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
に
改
め
て
着
目
し
て
記
事
を
詳
細
に
検
討
し
、
創

建
年
か
ら
順
に
寺
歴
を
整
理
し
た
上
で
、
同
書
に
記
さ
れ
た
法
会
次
第
や
伽
藍
の
様
子
、
登

場
人
物
に
手
が
か
り
を
得
な
が
ら
、九
体
阿
弥
陀
像
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
中
尊
像（
図
２
）

に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
成
立
時
期
と
背
景
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
。 

第
一
章 

「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
と
研
究
史
〈
一
〉 

永
承
二
年
か
ら
嘉
承
三
年
ま
で 

「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」（
以
下
「
流
記
」
と
す
る
）
の
内
容
を
創
建
年
か
ら
、
伽
藍
造
営
に
関

す
る
記
事
、
法
会
、
登
場
人
物
に
注
目
し
、
加
え
て
、
九
体
阿
弥
陀
像
の
成
立
に
関
す
る
従

来
の
研
究
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
寺
歴
に
関
す
る
各
項
目
は
（
表

１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

ま
ず
以
下
で
は
、
本
堂
の
創
建
を
記
し
た
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
か
ら
、
新
本
堂
の
建

立
が
窺
え
る
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
ま
で
の
記
事
を
見
て
い
く
。 

一
、
当
山
建
立
年
記
事 

先
本
堂
。
永
承
二
年
亥丁

七
月
十
八
日
造
立
之
云
々
。
一
日
ニ
葺
之
。 

本
願
義
明
上
人

当
麻

所
生
云
々

。
壇
那
阿
知
山
太
夫
重
頼
。
東
小
田
原
ハ
長
和
二
年
丑癸

建
立

云
々
。
本
願
頼
善
。
然
東
西
両
山
前
後
三
十
五
年
相
違
也
云
々
。 

（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
） 

 

す
な
わ
ち
、
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
が
浄
瑠
璃
寺
の
創
建
で
あ
り
、「
一
日
ニ
葺
之
」
と

い
う
記
述
か
ら
、建
立
さ
れ
た
本
堂
は
小
規
模
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。本
願
の
義
明
上
人
、

壇
那
の
阿
知
山
大
夫
重
頼
は
他
の
史
料
に
見
え
ず
共
に
来
歴
不
明
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
東
小
田
原
寺
が
先
立
つ
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
に
創
建
さ
れ
、
そ
の
三
十
五
年

後
に
西
小
田
原
寺
と
し
て
浄
瑠
璃
寺
が
建
立
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
条
か
ら
は
、
東
小
田
原

寺
と
浄
瑠
璃
寺
と
が
兄
弟
寺
の
よ
う
な
深
い
関
係
性
を
得
て
本
堂
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
東
小
、
西
小
と
い
う
名
称
は
現
在
も
地
名
と
し
て
残
り
、
東
小
田
原
寺
跡
は
浄
瑠

璃
寺
か
ら
八
〇
〇
ｍ
、
徒
歩
で
十
分
ほ
ど
の
至
近
距
離
で
あ
る
。
東
小
田
原
寺
は
随
願
寺
と

い
う
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
の
文
書
「
譲
与 

私
領
田
畠
事
」
に

見
ら
れ
る
3

。

こ
の
浄
瑠
璃
寺
の
創
建
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
一
九
四
三
年
、
金
森
遵
氏
は
こ
こ
に
記
さ
れ

た
本
堂
は
独
尊
堂
で
あ
る
と
し
、
後
述
す
る
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
に
九
体
堂
と
し
て
移

建
さ
れ
た
と
す
る
説
を
唱
え
た
4

。
つ
ま
り
創
建
当
初
よ
り
現
在
の
中
尊
像
が
本
尊
で
あ
っ

た
と
主
張
す
る
。 

次
に
一
九
六
三
年
、
井
上
正
氏
は
九
体
阿
弥
陀
像
の
彫
刻
様
式
に
着
目
し
、
と
り
わ
け
中
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尊
像
及
び
三
号
像
の
肉
身
部
分
の
張
り
に
注
目
し
、
こ
れ
を
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
に
制

作
さ
れ
た
平
等
院
鳳
凰
堂
像
の
完
成
へ
至
る
段
階
と
し
て
、
中
尊
像
は
鳳
凰
堂
像
に
先
立
つ

作
例
と
し
、
さ
ら
に
脇
仏
四
号
像
は
長
勢
作
で
、
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
を
定
朝
一
門
に

よ
る
造
像
と
し
、
創
建
時
点
か
ら
九
体
阿
弥
陀
像
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
5

。

こ
う
し
た
従
来
説
の
う
ち
、
金
森
氏
が
説
く
よ
う
に
創
建
当
初
の
本
尊
が
中
尊
像
で
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
周
丈
六
の
中
尊
像
を
安
置
す
る
堂
宇
と
し
て
は
「
一
日
ニ
葺
之
」
は
些

か
小
規
模
で
あ
る
よ
う
に
思
え
、
ま
た
、
井
上
氏
が
唱
え
る
九
体
阿
弥
陀
像
を
安
置
す
る
堂

宇
も
考
え
難
い
。
さ
ら
に
、
井
上
氏
の
中
尊
像
の
成
立
年
代
が
鳳
凰
堂
像
に
先
行
す
る
と
い

う
主
張
は
、
定
朝
に
よ
る
鳳
凰
堂
像
以
前
の
現
存
作
例
が
不
確
定
な
た
め
、
検
討
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
。「
流
記
」
に
記
さ
れ
た
東
小
田
原
寺
と
の
関
係
に
鑑
み
れ
ば
、
東
小
田
原
寺

の
脇
寺
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
本
堂
の
創
建
と
本
尊
の
特
定
に
つ
い

て
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

次
に
、
創
建
か
ら
六
十
年
後
の
嘉
承
二
年
、
三
年
の
記
事
が
続
く
。 

一
、
嘉
承
二
年
亥丁

。
一
廻
之
後
正
月
十
一
日
戌丙

奉
移
于
本
仏

薬

師

如

等 来

西
堂
了
。 

一
、
戒
順
坊
阿
闍
梨
日
記
云
。
嘉
承
二
季
亥丁

正
月
十
一
日
戌丙

本
堂
壊
始
テ
本
仏
等
奉
移

渡
于
西
堂
。
同
月
十
六
日
地
引
始
ム
。
同
年
七
月
十
九
日
造
功
了
。
上
棟
云
々
。 

同
三
年
子戌

二
月
十
一
日
寅壬

開
眼
供
養
、
同
六
月
三
日
午壬

毘
沙
門
供
養
。
同
月
廿
三
日

総
供
養
密
供
養
也
。
阿
闍
梨
東
山
迎
接
房
。
讃
衆
三
十
人
。
願
主
公
深
阿
波
公
。 

嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）、
本
堂
改
修
の
た
め
に
本
仏
等
を
西
堂
に
移
し
、
嘉
承
三
年
（
一

一
〇
八
）
二
月
に
開
眼
供
養
、
同
年
六
月
に
毘
沙
門
供
養
、
そ
の
十
日
後
に
総
供
養
（
密
供

養
）
が
、
東
山
（
東
小
田
原
寺
）
の
阿
闍
梨
迎
接
房
を
導
師
と
し
讃
衆
三
十
人
に
て
と
り
行

わ
れ
、
一
連
の
願
主
は
阿
波
公
公
深
と
あ
る
。 

創
建
時
の
堂
宇
の
記
述
と
は
異
な
り
、
地
引
か
ら
上
棟
ま
で
約
七
ヶ
月
を
要
す
る
大
規
模

な
伽
藍
工
事
で
あ
り
、
加
え
て
総
供
養
に
は
東
小
田
原
の
阿
闍
梨
を
招
き
、
讃
衆
三
十
人
を

備
え
た
様
子
か
ら
、
こ
れ
は
浄
瑠
璃
寺
に
と
っ
て
の
画
期
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

ま
た
、
嘉
承
二
年
、
西
堂
に
移
さ
れ
た
本
仏
に
は
薬
師
如
来
と
の
傍
注
が
あ
り
、
先
に
み

た
永
承
二
年
創
建
当
時
の
本
尊
は
「
浄
瑠
璃
」
と
い
う
寺
号
か
ら
し
て
薬
師
如
来
で
あ
り
、

現
在
三
重
塔
に
安
置
さ
れ
る
薬
師
如
来
坐
像
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
6

。

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
嘉
承
三
年
の
条
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
九
七
八
年
、
伊
藤
延
男
氏
は
総
供
養
導
師
を
務
め
た
迎
接
房
（
経
源
）
を
根
拠
と
し
、

こ
の
時
の
本
尊
は
九
体
阿
弥
陀
像
で
あ
り
、
九
体
阿
弥
陀
堂
も
当
初
か
ら
現
在
の
建
築
構
造

で
あ
っ
た
と
す
る
。
後
述
す
る
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
寺
の
北
側

に
建
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
九
体
阿
弥
陀
堂
を
西
岸
に
移
し
た
と
し
て
い
る
7

。
同
様
に
小

林
剛
氏
と
福
山
敏
男
氏
も
建
築
的
側
面
か
ら
嘉
承
三
年
の
九
体
阿
弥
陀
堂
成
立
説
を
唱
え
て

い
る
8

。

一
九
九
九
年
、
礪
波
恵
昭
氏
は
浄
土
信
仰
に
根
ざ
し
た
迎
接
房
（
経
源
）
の
教
義
に
よ
っ

て
、
経
源
の
影
響
に
よ
る
九
体
阿
弥
陀
堂
の
荘
厳
説
を
唱
え
、
臨
終
来
迎
を
願
っ
て
九
体
阿

弥
陀
像
が
造
立
さ
れ
た
と
し
た
9

。
た
だ
、
臨
終
行
儀
に
お
い
て
九
体
阿
弥
陀
で
あ
る
必
然

性
に
つ
い
て
は
、
根
拠
が
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

二
〇
一
三
年
、
深
沢
麻
亜
沙
氏
は
九
体
阿
弥
陀
像
の
印
相
の
違
い
と
、
小
田
原
の
浄
土
信

仰
の
環
境
か
ら
、
貴
顕
の
御
願
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
衆
生
に
よ
り
九
品
往
生
の
上

品
上
生
を
願
っ
て
九
体
阿
弥
陀
像
は
一
具
と
し
て
造
像
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
10

。
浄

瑠
璃
寺
を
取
り
巻
く
浄
土
信
仰
の
環
境
か
ら
衆
生
御
願
と
す
る
結
論
は
説
得
力
が
あ
る
が
、

衆
生
に
よ
る
勧
進
で
九
体
も
の
造
像
が
可
能
か
と
い
う
経
済
的
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。 

さ
ら
に
二
〇
一
四
年
、
佐
藤
有
希
子
氏
は
、
嘉
承
三
年
供
養
の
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
、
浄

土
信
仰
と
毘
沙
門
天
信
仰
の
関
連
性
、
及
び
堀
河
天
皇
崩
御
の
追
善
仏
事
の
隆
盛
に
よ
る
、

中
尊
像
と
毘
沙
門
天
像
の
同
時
制
作
意
図
を
唱
え
て
い
る
11

。
毘
沙
門
供
養
、
総
供
養
と
続

く
日
程
か
ら
も
毘
沙
門
天
と
本
尊
の
安
置
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
本
尊
が
中
尊
像
で

あ
る
と
い
う
考
察
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
堀
河
天
皇
の
追
善
仏
事
が
浄
瑠
璃
寺
に
ま
で

影
響
を
及
ぼ
す
背
景
に
つ
い
て
は
些
か
根
拠
が
見
出
し
に
く
い
。 

先
に
見
た
嘉
承
二
、
三
年
記
事
は
、
極
め
て
詳
細
な
記
録
で
あ
り
、
戒
順
坊
阿
闍
梨
日
記

と
い
う
別
史
料
を
添
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
寺
歴
の
重
要
な
年
次
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
く
、
右
の
従
来
説
で
は
嘉
承
三
年
の
九
体
阿
弥
陀
像
の
成
立
が
主
流
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
一
方
で
、
嘉
承
二
年
条
「
奉
移
于
本
仏
等
西
堂
了
。」
の
「
西
堂
」
に
着
目
し
、
こ

の
「
西
堂
」
を
、
西
方
浄
土
と
の
関
連
か
ら
阿
弥
陀
堂
で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
、
嘉
承
二
年
以

前
に
阿
弥
陀
像
、
す
な
わ
ち
中
尊
像
が
独
尊
と
し
て
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
と
み
る
説
が

160



近
年
唱
え
ら
れ
て
い
る
。 

一
九
八
七
年
に
肥
田
路
美
氏
は
、
中
尊
像
の
成
立
時
期
は
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
こ
の

「
西
堂
」
と
中
尊
像
の
平
等
院
像
と
の
近
似
を
根
拠
に
、
嘉
承
三
年
一
具
説
に
異
論
あ
り
と

し
て
、
こ
れ
よ
り
早
い
時
期
の
成
立
を
示
し
て
い
る
12

。

 

続
い
て
二
〇
一
五
年
に
淺
湫
毅
氏
は
、
肥
田
氏
と
同
じ
く
「
西
堂
」
の
存
在
と
、
定
朝
様

の
様
式
論
か
ら
中
尊
像
と
脇
仏
の
成
立
の
年
代
差
を
認
め
た
上
で
、
中
尊
像
に
つ
い
て
は
十

一
世
紀
末
制
作
と
さ
れ
る
日
野
法
界
寺
像
に
先
立
ち
、
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
制
作
の
平

等
院
鳳
凰
堂
像
よ
り
は
下
る
一
〇
七
〇
年
代
頃
と
の
見
解
を
示
し
た
13

。
ま
た
、
制
作
仏
師

に
関
し
て
は
、
中
尊
像
の
作
風
は
定
朝
と
覚
助
及
び
長
勢
ら
の
定
朝
第
二
世
代
ま
で
の
そ
れ

と
は
異
な
る
と
し
、
一
〇
七
〇
年
代
頃
の
当
該
仏
師
の
消
去
法
か
ら
南
都
仏
師
の
祖
、
定
朝

第
三
世
代
で
あ
る
頼
助
を
有
力
視
す
る
。
頼
助
に
つ
い
て
は
明
確
な
現
存
作
例
が
な
く
比
定

が
難
し
い
。
ま
た
一
〇
七
〇
年
代
の
制
作
な
ら
ば
頼
助
は
十
六
〜
二
十
六
歳
に
相
当
し
14

、

周
丈
六
本
尊
の
大
仏
師
と
し
て
は
や
や
若
年
に
思
わ
れ
る
も
の
の
、
様
式
論
に
基
づ
く
論
の

展
開
は
誠
に
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

肥
田
氏
、
浅
湫
氏
が
唱
え
る
、「
流
記
」
嘉
承
二
年
「
奉
移
于
本
仏
等
西
堂
了
」
を
、
西
堂

＝
阿
弥
陀
堂
と
し
、
そ
の
阿
弥
陀
像
＝
現
中
尊
像
と
す
る
解
釈
は
明
快
で
あ
り
、
中
尊
像
が

嘉
承
二
年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
す
る
主
張
は
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く

つ
か
の
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

当
該
条
の
「
本
仏
」
の
傍
注
に
は
「
薬
師
如
来
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
本
尊
が
薬
師
如

来
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
本
堂
の
改
築
に
際
し
て
、
何
故
に
西
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
阿
弥
陀

像
を
本
尊
に
変
更
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
西
堂
が
浄
瑠
璃
寺
内
の
堂
宇
な

ら
ば
、
嘉
承
二
年
以
前
の
浄
瑠
璃
寺
は
、
本
堂
に
は
等
身
薬
師
如
来
像
が
安
置
さ
れ
、
西
堂

に
周
丈
六
の
現
中
尊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
些
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な

印
象
を
受
け
る
。「
薬
師
如
来
」
と
書
か
れ
た
傍
注
の
信
憑
性
も
含
め
て
当
該
条
の
解
釈
に
は

再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
ま
で
、
創
建
か
ら
新
本
堂
建
立
の
嘉
承
三
年
ま
で
を
検
討
し
て
き
た
。
嘉
承
三
年
の

新
本
堂
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
に
つ
い
て
は
、
西
堂
本
尊
の
蓋
然
性
が
高
い
中
尊
像
、
九
体
阿

弥
陀
像
、
創
建
本
尊
と
い
わ
れ
る
薬
師
如
来
像
、
六
月
供
養
の
毘
沙
門
天
像
が
示
唆
さ
れ
、

総
供
養
の
論
点
と
な
る
の
だ
が
、
や
は
り
判
然
と
は
し
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、「
流
記
」
嘉
承
三
年
条
の
総
供
養
に
は
二
人
の
人
物
が
記
さ
れ
て
い
る
。
総
供

養
導
師
を
務
め
た
迎
接
房
経
源
と
願
主
の
阿
波
公
公
深
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
寺
の
画
期
と
も
な

る
重
要
行
事
の
供
養
導
師
に
は
供
養
仏
に
対
す
る
信
仰
の
背
景
が
あ
り
、
願
主
に
は
相
応
の

経
済
力
や
影
響
力
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
人
の
来
歴
の
考
察
か
ら
新
本
堂
の
供
養
仏
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
後
章
に
て
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

第
二
章 

「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
と
研
究
史
〈
二
〉 

保
延
五
年
か
ら
平
治
元
年
ま
で 

 

次
に
、
嘉
承
三
年
条
に
続
く
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
条
か
ら
、
弥
勒
三
尊
像
を
安
置
し

た
十
万
堂
が
建
立
さ
れ
た
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
条
ま
で
の
記
事
を
見
て
い
く
15

。

一
、
保
延
五
年
未巳

四
月
十
四
日
。
夏
中
理
趣
三
昧
始
行
之
。
延
観
上
人
勧
進
也
。 

一
、
永
冶
二
年
戌壬

正
月
十
五
日
。
浄
土
院
阿
弥
陀
講
始
行
之
。
常
教
房
勧
進
也
。 

保
延
五
年
、
延
観
上
人
の
勧
進
に
よ
り
夏
中
に
理
趣
三
昧
の
行
を
始
む
る
と
あ
る
。
延
観

上
人
と
は
浄
瑠
璃
寺
岩
本
常
光
院
の
住
侶
と
見
ら
れ
、「
流
記
」
久
安
六
年
条
に
来
歴
が
記
さ

れ
て
い
る
。 

永
治
二
年
（
一
一
四
二
）、
常
教
房
の
勧
進
に
よ
り
浄
土
院
に
て
阿
弥
陀
講
の
行
を
始
め
た

と
あ
る
。
阿
弥
陀
講
と
は
阿
弥
陀
の
功
徳
を
讃
え
て
来
迎
を
願
う
も
の
で
あ
り
往
生
講
、
迎

講
と
も
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、浄
土
院
の
本
尊
は
迎
接
阿
弥
陀
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
続
い
て
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
条
が
記
さ
れ
る
。 

一
、
久
安
二
年
寅丙

。
五
間
四
面
の
食
堂
并
三
間
一
面
釜
屋
造
営
之
。
大
工
末
包
。
同
歳

四
月
一
日
大
般
若
経
一
部
六
百
巻
書
写
供
養
。
施
主
僧
行
遍
。
本
堂
安
置
之
。
供

養
導
師
現
観
房
東
小
田
原
。 

 

久
安
二
年
、
食
堂
や
釜
屋
の
造
営
が
行
わ
れ
た
と
同
時
に
、
行
遍
を
施
主
と
し
て
大
般
若

経
六
百
巻
を
書
写
供
養
し
本
堂
に
安
置
し
た
と
あ
る
。 

先
に
み
た
嘉
承
三
年
に
建
立
さ
れ
た
本
堂
は
、
こ
れ
に
よ
る
と
六
百
巻
も
の
大
般
若
経
を

安
置
で
き
る
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
加
え
て
、
嘉
承
三
年
か
ら
数
十
年
を
経
た
浄

瑠
璃
寺
は
、
子
院
や
僧
坊
が
建
ち
並
び
住
僧
も
増
え
、
寺
勢
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
施
主
僧

行
遍
は
当
寺
住
侶
と
見
ら
れ
る
が
、
供
養
導
師
は
東
小
田
原
現
観
房
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
東
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西
小
田
原
両
寺
の
深
い
関
係
性
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
て
と
れ
る
。 

一
、
保
元
二
年
丑丁

正
月
十
六
日
。
本
堂
於
西
岸
之
辺
エ
壊
渡
之
了
。
五
十
年
之
後
承
元

元
年
卯丁

本
堂
之
葺
。（
下
略
）。 

一
、
戒
順
坊
阿
闍
梨
日
記
云
。（
中
略
）。
而
保
元
二
年
丑丁

正
月
十
六
日
本
堂
於
西
岸
辺

ニ
壊
渡
之
云
々
。
五
十
二
年
之
後
承
元
々
年
本
堂
葺
之
云
々
。
年
記
聊
不
審
也
。
可

尋
之
者
也
。 

一
、
久
安
六
年
丑庚

九
月
之
比
。
伊
豆
僧
正
御
房
恵
信
一
乗
院
法
性

寺
殿
御
息
忠
通
公

当
山
延
観
上
人
草
庵
岩
本

常
光
院
仁
御
隠
遁
之
時
。
始
テ
一
乗
院
御
祈
所
ニ
成
了
。
又
為
彼
勧
進
。
同
年
十

月
十
四
日
三
日
三
ヶ
日
夜
不
断
大
念
仏
始
行
之
。
大
僧
供
等
多
年
御
経
営
在
之
。

其
後
念
仏
相
続
而
于
今
無
闕
怠
矣
。
凡
当
山
開
山
之
昔
ハ
坊
舎
毛
散
在
シ
。
仏
閣
毛

不
連
宇
。
而
ニ
僧
正
御
房
御
座
之
時
。
重
有
結
界
御
沙
汰
。
被
掘
池
被
立
石
。
種
々

有
御
興
行
云
々
。（
下
略
）。 

保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
に
本
堂
を
池
の
西
岸
に
移
築
し
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
。 

さ
ら
に
こ
れ
に
先
立
つ
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）、
浄
瑠
璃
寺
岩
本
常
光
院
に
隠
遁
し
て
い

た
興
福
寺
一
乗
院
恵
信
（
忠
通
息
）
の
勧
進
に
よ
り
、
浄
瑠
璃
寺
は
一
乘
院
の
御
祈
所
と
な

り
、
恵
信
の
指
示
に
よ
っ
て
苑
池
、
伽
藍
の
整
備
造
成
が
行
わ
れ
、
そ
の
功
績
が
讃
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
恵
信
と
興
福
寺
と
の
関
係
お
よ
び
苑
池
伽
藍
整
備
に
つ
い
て
は
、
嘉
承
二
、

三
年
記
事
と
同
様
に
、戒
順
坊
阿
闍
梨
の
日
記
も
引
用
さ
れ
詳
細
な
記
述
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

寺
歴
に
と
っ
て
最
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

恵
信
は
摂
政
藤
原
忠
通
の
息
で
あ
り
、
法
眼
、
別
当
職
を
務
め
た
有
力
者
で
あ
る
16

。
興

福
寺
内
紛
に
よ
り
一
時
期
浄
瑠
璃
寺
に
隠
遁
と
な
っ
た
が
、
後
に
復
権
し
て
い
る
。
久
安
六

年
か
ら
保
元
二
年
の
仔
細
は
こ
の
間
の
記
録
で
あ
る
。 

従
来
の
研
究
で
は
、
杉
山
信
三
氏
17

、
関
根
俊
一
氏
が
18

、
恵
信
僧
都
の
経
済
的
支
援
な

く
し
て
は
九
体
阿
弥
陀
堂
の
建
立
、
苑
池
整
備
事
業
は
あ
り
得
な
い
と
い
し
て
い
る
。 

第
一
章
で
述
べ
た
独
尊
像
と
し
て
の
中
尊
像
成
立
を
唱
え
る
従
来
説
も
、
苑
池
整
備
、
本

堂
移
築
、
恵
信
の
経
済
力
を
根
拠
と
し
て
、
保
元
二
年
に
九
体
阿
弥
陀
像
と
し
て
整
え
ら
れ

た
も
の
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
の
宝
池
遺
構
調
査
に
よ
っ
て
19

、
十
二
世
紀
半
ば

頃
に
池
の
護
岸
整
備
が
行
わ
れ
、
九
体
阿
弥
陀
堂
が
移
築
（
建
立
）
さ
れ
た
こ
と
が
概
ね
立

証
さ
れ
て
お
り
、「
流
記
」
と
の
合
致
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
体
阿
弥
陀
像
の
成
立
は

保
元
二
年
で
ほ
ぼ
確
定
的
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
や
や
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、
恵
信
の
出
自
と
興
福
寺
と
の
関
係
を
踏

ま
え
る
と
、
現
本
堂
の
九
体
阿
弥
陀
堂
は
些
か
規
模
が
控
え
め
な
印
象
を
受
け
る
。
当
時
恵

信
が
興
福
寺
内
の
勢
力
争
い
で
寺
を
追
わ
れ
て
浄
瑠
璃
寺
に
隠
遁
し
て
い
た
こ
と
が
影
響
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、「
流
記
」
の
「
本
堂
於
西
岸
辺
ニ
壊
渡
之
云
々
。」
を
率

直
に
理
解
す
れ
ば
、
境
内
い
ず
れ
か
に
建
っ
て
い
た
九
体
阿
弥
陀
堂
を
壊
し
て
池
の
西
岸
に

移
し
た
と
な
る
が
、
保
元
二
年
以
前
に
境
内
伽
藍
と
し
て
確
認
さ
れ
る
浄
土
院
や
岩
本
常
光

院
、
大
般
若
経
を
安
置
し
た
本
堂
に
つ
い
て
は
、
九
体
阿
弥
陀
堂
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き

ず
、
問
題
が
残
さ
れ
る
。 

一
、
平
治
元
年
卯己

十
一
月
十
八
日
。
十
万
堂
棟
上
。
彼
堂
者
之
勢
覚
上
人
勧
進
十
万

人
。
々
別
一
升
宛
米
。
造
立
一
間
四
面
御
堂
。
同
奉
造
立
安
置
弥
勒
三
尊
。
書
写

瑜
伽
論
一
部
。
八
名
経
一
万
巻
矣
（
中
略
）
爰
不
遂
素
意
而
逝
去
給
了
。
尤
無
念

也
。 

 

此
故
云
十
万
堂
云
々
。（
中
略
）
同
承
安
元
年
卯辛

三
間
四
面
堂
仁
改
成
之
。
而
名
秘

密
荘
厳
院
云
々
。
今
真
言
堂
也
。
同
二
年
辰壬

十
二
月
十
日
密
供
養
。
阿
闍
梨
空
心
一

印
上
人
也
。
職
衆
十
人
東
山
中
川
等
人
々
也
。
委
細
記
寺
庫
在
之
云
々
。 

続
い
て
、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
に
興
福
寺
住
侶
で
浄
瑠
璃
寺
に
隠
遁
し
て
い
た
勢
覚

上
人
が
十
万
人
の
勧
進
に
よ
っ
て
一
間
四
面
堂
を
建
立
し
、
弥
勒
三
尊
像
を
安
置
し
供
養
を

行
う
。
十
万
堂
と
呼
ば
れ
た
そ
の
堂
宇
は
、
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
に
三
間
四
面
堂
に
改

築
、
秘
密
荘
厳
院
と
名
を
改
め
、
翌
年
空
心
一
印
上
人
を
導
師
と
し
て
東
小
田
原
、
中
川
寺

十
人
を
識
衆
と
し
て
密
供
養
を
行
な
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
弥
勒
三
尊

像
に
つ
い
て
は
「
流
記
」
に
お
け
る
造
像
記
事
の
初
見
で
あ
る
。 

空
心
上
人
の
来
歴
は
不
明
だ
が
、
こ
の
三
年
後
に
上
人
の
沙
汰
で
九
条
兼
実
に
よ
る
額
が

打
た
れ
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
に
北
京
か
ら
の
三
重
塔
移
築
の
供
養
導
師
も
務
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
京
の
摂
関
家
と
の
関
係
を
持
つ
有
力
な
人
物
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
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は
幾
人
も
の
興
福
寺
か
ら
の
隠
遁
者
が
い
た
様
子
も
窺
わ
れ
、
浄
瑠
璃
寺
は
興
福
寺
の
別
所

と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
興
福
寺
や
有
力
者
と
の
関
係
性
を
強
め
た
結
果
、
寺
勢
は
増

し
、
東
小
田
原
寺
と
も
対
等
な
立
場
の
大
寺
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
上
、「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
を
創
建
年
か
ら
順
に
考
察
し
て
き
た
。
創
建
時
の
浄
瑠
璃
寺
は

東
小
田
原
寺
（
随
願
寺
）
の
脇
寺
の
よ
う
な
簡
易
な
本
堂
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

嘉
承
二
、
三
年
（
一
一
〇
七
〜
八
）
の
新
本
堂
建
立
と
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
の
苑
池
伽

藍
整
備
の
二
つ
の
画
期
を
経
て
、
平
安
最
末
期
に
は
浄
土
庭
園
様
式
の
境
内
に
幾
つ
も
の
伽

藍
が
配
さ
れ
、
南
山
城
地
域
に
お
い
て
も
南
都
興
福
寺
を
後
ろ
盾
と
し
た
有
力
な
寺
の
一
つ

と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。た
だ
一
方
で
、従
来
説
に
は
未
だ
見
解
の
相
違
が
認
め
ら
れ
、

幾
つ
か
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

九
体
阿
弥
陀
像
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
保
元
二
年
を
下
限
と
す
る
こ
と
で
大
過
な
い
と
考

え
る
が
、
立
ち
返
っ
て
中
尊
像
の
成
立
を
検
討
す
る
と
、
周
丈
六
の
金
色
阿
弥
陀
像
の
造
像

に
は
や
は
り
相
応
の
財
力
を
持
つ
パ
ト
ロ
ン
が
必
要
で
あ
る
。
前
述
の
深
沢
氏
が
唱
え
る
衆

生
の
勧
進
に
よ
る
造
像
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
と
て
有
力
な
影
響
力
を
持
つ
人
物
に

依
ら
な
け
れ
ば
容
易
く
は
な
い
と
考
え
る
。
永
治
二
年
（
一
一
四
二
）
の
阿
弥
陀
講
本
尊
が

迎
接
像
と
し
て
の
中
尊
像
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
の
寺
歴
に
中
尊
像
造
像
の
何

ら
か
の
記
述
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

中
尊
像
の
成
立
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
関
係
人
物
の
来
歴
に
あ
た
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
は
、
や
は
り
画
期
と
な
る
嘉
承
三
年
の
大
事
業
と
考
え
る
。 

 

そ
こ
で
次
章
で
は
、
総
供
養
導
師
を
務
め
た
阿
闍
梨
迎
接
房
経
源
、
願
主
で
あ
る
阿
波
公
公

深
の
二
人
に
注
目
し
検
討
を
進
め
た
い
。 

第
三
章 

嘉
承
三
年 

総
供
養
の
関
係
人
物
中
心
に 

嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
総
供
養
の
関
係
人
物
の
考
察
に
先
立
ち
、
平
安
時
代
に
一
軀
の

丈
六
坐
像
を
制
作
す
る
た
め
の
経
済
条
件
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

清
水
善
三
氏
の
「
平
安
末
期
に
お
け
る
造
仏
の
一
例―

「
久
寿
二
年
、
丈
六
阿
弥
陀
仏
像

支
度
注
文
案
」
の
場
合―

」
に
よ
る
と
20

、
丈
六
像
一
軀
の
制
作
は
、
お
よ
そ
十
人
前
後
の

仏
師
集
団
で
造
立
期
間
一
二
五
日
の
長
期
工
期
が
必
要
で
あ
り
、
総
費
用
と
し
て
概
算
総
額

で
三
二
三
〇
〇
両
掛
っ
た
と
さ
れ
る
。
法
量
、
荘
厳
の
差
な
ど
が
あ
る
と
は
い
え
周
丈
六
阿

弥
陀
像
を
新
造
さ
せ
得
る
願
主
と
は
相
応
の
経
済
力
と
社
会
的
背
景
を
持
ち
得
て
い
た
は
ず

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
う
し
た
経
済
条
件
を
踏
ま
え
た
上
で
、
阿
闍
梨
迎
接
房
経
源
と
、
阿
波
公
公
深
、
こ
の

二
人
に
つ
い
て
来
歴
、
背
景
を
み
て
い
き
た
い
。 

（
一
）
総
供
養
導
師 

阿
闍
梨
迎
接
房
経
源

「
流
記
」
嘉
承
二
、
三
年
条
か
ら
は
、
創
建
よ
り
六
十
年
を
経
て
本
堂
を
建
て
替
え
る
に

あ
た
り
、
総
供
養
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
寺
歴
に
お
け
る
最
も
重
要
な
出
来

事
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
経
源
に
つ
い
て
は
「
東
山
迎
接
房
」
と
あ
る
よ
う
に
、
浄
瑠

璃
寺
住
侶
で
は
な
く
東
小
田
原
寺
（
随
願
寺
）
の
住
侶
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
、
総
供
養
導

師
と
し
て
他
寺
よ
り
招
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浄
瑠
璃
寺
と
深
い
関
係
性
を
持
つ
人
物
で

あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

 

総
供
養
次
第
に
つ
い
て
は
、
新
本
堂
落
慶
と
、
二
月
の
開
眼
供
養
、
お
よ
び
六
月
の
毘
沙

門
供
養
で
安
置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
仏
像
等
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
供
養
の
様
子
に
つ
い
て
は
、

密
供
養
、
讃
衆
三
十
人
と
い
う
記
述
か
ら
、
声
明
を
伴
っ
た
大
規
模
な
法
会
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。 

迎
接
房
経
源
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
礪
波
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
保
延
五

年
（
一
一
三
九
）
頃
に
、
三
善
為
康
撰
に
よ
り
成
立
し
た
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
21

。

上
人
経
源
者
中
納
言
定
頼
卿
之
息
也
。
壮
年
之
時
、
出
俗
入
眞
。
初
則
住
興
福
寺
、
窺

法
相
之
義
淵
。
後
則
遷
小
田
原
、
汲
真
言
之
定
水
。
念
佛
多
年
、
行
業
幾
日
、
偏
修
往

生
業
、
故
號
迎
接
房
。（
中
略
） 

于
時
生
年
八
十
五
、
夏
蝋
七
十
七
。（
下
略
） 

経
源
は
、
中
納
言
藤
原
定
頼
の
息
で
、
興
福
寺
義
淵
の
元
で
法
相
を
学
び
、
後
に
小
田
原

に
居
を
移
し
、
真
言
を
学
ん
だ
。
念
仏
や
、
行
を
繰
り
返
す
篤
い
浄
土
信
仰
者
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
迎
接
房
と
号
さ
れ
た
と
い
う
。
八
十
五
歳
で
卒
し
、
出
家
後
七
十
七
年
と
い
う
か
ら
八

歳
頃
の
幼
少
期
に
興
福
寺
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
嘉
承
三
年
総
供
養
時
に
は
既
に
七
十
歳

の
老
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
同
書
に
は
、
小
田
原
に
移
っ
た
後
に
真
言
を
修
め
た
と

あ
る
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
写
さ
れ
た
『
真
言
宗
血
脈
』
に
経
源

163



の
名
が
見
ら
れ
22

、
同
じ
く
江
戸
中
期
の
『
西
院
流
血
脈
』
に
も
経
源
は
「
迎
接
房
」
と
の

傍
注
が
付
記
さ
れ
て
い
る
23

。

さ
ら
に
、『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
は
臨
終
の
様
子
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

保
安
四
年
窮
冬
九
日
巳
復
尋
常
、
忽
以
沐
浴
、
即
脱
奮
服
、
更
著
新
衣
、
威
儀
無
闕
、

正
念
不
乱
。
至
同
十
日
、
弥
陀
佛
手
繋
五
色
縷
引
之
、
念
仏
合
殺
或
十
或
百
。（
中
略
） 

此
間
出
坐
禅
、
置
手
縷
、
暫
以
安
息
、
聊
以
飲
食
、
其
後
勤
僧
衆
令
行
殲
法
、
七
箇
日

結
願
漸
及
辰
刻
、
門
弟
来
集
念
佛
合
殺
。
上
人
謂
曰
、
吾
生
涯
之
間
、
如
法
経
三
部
所

奉
書
写
也
。
其
時
紙
袈
裟
取
出
可
令
著
者
、
門
弟
従
之
、
便
止
弥
陀
之
合
殺
、
唱
観
音

之
合
殺
。
是
時
手
結
定
印
、
身
亦
端
坐
、
如
入
禅
定
、
乍
居
気
絶
。 

保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
の
冬
、
沐
浴
を
行
い
、
真
新
し
い
衣
に
着
替
え
、
威
儀
を
正
し

心
を
整
え
十
日
、
阿
弥
陀
仏
の
手
か
ら
五
色
の
縷
を
引
き
、
念
仏
合
殺
を
十
、
百
行
う
。
こ

の
間
座
禅
の
手
に
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
引
い
た
縷
が
握
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
門
弟
が
集
ま
る

と
、
上
人
は
如
法
経
を
生
涯
に
三
部
書
写
し
た
と
言
い
紙
袈
裟
を
着
け
、
門
弟
た
ち
と
共
に

阿
弥
陀
合
殺
を
止
め
観
音
合
殺
を
唱
え
、
定
印
に
結
び
端
坐
し
禅
定
に
入
っ
た
か
の
よ
う
な

姿
勢
で
死
を
迎
え
た
と
あ
る
。
臨
終
に
際
し
て
阿
弥
陀
の
御
手
か
ら
五
色
の
縷
を
引
い
て
引

接
を
し
、
禅
定
に
て
入
滅
と
あ
り
、
そ
の
様
子
は
迎
接
房
の
名
に
相
応
し
い
阿
弥
陀
来
迎
を

願
う
人
物
と
い
え
る
。 

阿
弥
陀
の
手
か
ら
の
引
接
次
第
に
つ
い
て
は
、
法
成
寺
無
量
寿
院
で
臨
終
を
迎
え
た
藤
原

道
長
の
記
述
が
あ
り
、『
栄
花
物
語
』に
は「
九
体
の
阿
弥
陀
の
前
の
念
誦
の
座
に
床
を
延
べ
、

蓮
の
糸
を
以
て
村
濃
の
組
み
紐
を
作
り
、
九
体
の
仏
の
御
手
を
返
し
中
台
に
集
め
た
結
縁
の

糸
を
握
る
」
と
記
さ
れ
る
24

。
道
長
臨
終
の
様
子
か
ら
は
、
九
体
阿
弥
陀
像
全
て
の
手
に
結

縁
の
糸
が
結
ば
れ
、
そ
れ
を
中
台
（
尊
）
に
集
め
て
引
い
た
格
別
の
次
第
が
記
さ
れ
る
。 

一
方
、『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
は
そ
の
よ
う
な
特
筆
さ
れ
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を

踏
ま
え
る
と
、
臨
終
引
接
し
た
阿
弥
陀
像
は
九
体
で
は
な
く
、
独
尊
像
と
み
る
の
が
妥
当
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
源
は
、
浄
瑠
璃
寺
と
関
係
深
い
東
小
田
原
寺
（
随
願
寺
）
か
ら
出
仕

し
て
総
供
養
導
師
を
務
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。
臨
終
引
接
し
た
阿
弥
陀
仏
が
浄
瑠
璃
寺
像
で
あ

っ
た
の
な
ら
ば
、
臨
終
を
迎
え
た
保
安
四
年
の
段
階
で
は
九
体
阿
弥
陀
像
は
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 

と
は
い
え
、
経
源
が
臨
終
を
迎
え
た
寺
は
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
東

小
田
原
寺
（
随
願
寺
）、
ま
た
は
本
尊
阿
弥
陀
像
を
移
坐
し
た
縁
起
が
残
る
円
成
寺
の
可
能
性

も
あ
ろ
う
25

。
し
か
し
な
が
ら
、
嘉
承
三
年
の
浄
瑠
璃
寺
新
本
堂
建
立
の
総
供
養
に
浄
瑠
璃

寺
の
住
侶
が
あ
た
ら
ず
、
東
小
田
原
寺
の
経
源
が
導
師
を
務
め
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
篤
い

浄
土
信
仰
、
迎
接
を
望
む
そ
の
思
想
に
相
応
し
い
来
迎
印
の
阿
弥
陀
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
こ
そ
が
中
尊
像
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

経
源
は
、『
尊
卑
文
脈
』
に
は
「
隠
遁
」
と
記
さ
れ
る
の
み
だ
が
26

、
関
白
太
政
大
臣
藤
原

頼
忠
を
曽
祖
父
に
、
和
漢
朗
詠
集
な
ど
の
撰
者
で
あ
り
、
有
職
故
実
に
優
れ
、
北
家
小
野
宮

家
嫡
流
で
あ
る
正
二
位
別
当
権
大
納
言
藤
原
公
任
を
祖
父
に
持
ち
、
正
二
位
権
中
納
言
藤
原

定
頼
の
息
と
い
う
貴
種
で
あ
る
。
ま
た
『
円
成
寺
縁
起
』
に
は
本
尊
の
阿
弥
陀
仏
を
荒
廃
し

た
道
長
建
立
の
法
成
寺
か
ら
移
坐
し
て
安
置
し
た
と
あ
る
27

。
経
源
に
は
こ
う
し
た
社
会
的

基
盤
に
よ
る
経
済
力
と
摂
関
家
と
の
結
び
つ
き
が
あ
り
、
南
山
城
一
体
か
ら
南
都
に
か
け
て

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
も
窺
え
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
実
力
は
浄

瑠
璃
寺
の
発
展
に
お
い
て
の
キ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 

（
二
）
願
主 

阿
波
公
公
深

「
流
記
」
の
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
条
に
願
主
と
し
て
表
れ
る
の
が
、
阿
波
公
公
深
と

い
う
人
物
で
あ
る
。 

こ
の
阿
波
公
公
深
に
つ
い
て
は
従
来
の
研
究
で
は
来
歴
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
大
規
模
な
新
本
堂
建
立
、
そ
れ
に
伴
う
総
供
養
に
は
、
経
源
の
み
な
ら
ず
願
主
の
経

済
力
が
多
大
に
反
映
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
人
物
の
比
定
が
九
体
阿
弥
陀
像
ま
た
は
中

尊
像
の
造
像
背
景
の
鍵
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
公
深
」
は
、『
尊
卑
分
脈
』
や
「
僧

歴
」「
血
脈
」
の
類
か
ら
も
見
い
だ
せ
ず
、
ま
た
「
阿
波
公
」
の
手
が
か
り
も
薄
い
。 

唯
一
、
古
文
書
史
料
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。『
平
安
遺
文
』
に
収
録
さ
れ
た
「
大
和

國
東
大
寺
花
厳
会
床
饗
免
田
注
文
案 

保
延
三
年
三
月
条
」
で
あ
る
28

。 

 
 

花
厳
會
床
饗
免
田
注
文 

合

 
 

内
平
群
郷
東
條
一
里
（
中
略
） 

□(

花)

厳
會
床
饗
免
田
名
々
事
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合
貳
拾
町 

 
 

稲
田
庄
九
町
八
段 

櫟
田
六
段
小
阿
波
君
公
深
領 

南
土
田
庄
三
丁
八
段
半
河
内
権
守
清
貞
領
、
但
見
勤
十
七
前
半
、
對
捍
廿
一
前
、
勢
辨
三
段 

春
禅
二
段 

武
重
一
丁
三
段
半
一
乗
院
御
領 

國
重
一
丁
大 

兼
秀
二
段
大 

 
 

知
事
實
圓
一
丁
二
段 

為
助
名
三
段
号
吉
田
御
庄
威
不
動 

北
土
田
庄
一
丁
小
覚
仁
見
領 

巳
上 

 
 

右
廿
町
免
田
名
々
注
進
如
件 

保
延
三
年
三
月 

日

文
中
割
書
に
「
阿
波
君
公
深
領
」
と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。 

阿
波
君
公
深
と
阿
波
公
公
深
は
一
字
違
い
で
あ
り
、「
君
」
と
「
公
」
は
双
方
「
き
み
」 

と
訓
読
で
き
る
こ
と
か
ら
も
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
保
延
三
年
（
一
一
三

七
）
は
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
か
ら
約
三
十
年
後
と
な
る
が
、
人
物
の
存
命
に
問
題
の
無

い
範
囲
と
考
え
、こ
の
文
書
を
阿
波
公
公
深
の
有
力
な
手
掛
か
り
と
し
て
検
討
を
行
い
た
い
。 

こ
の
文
書
は
、
保
延
三
年
の
、
東
大
寺
華
厳
会
で
の
饗
膳
勤
仕
料
に
関
し
て
の
免
田
注
文

案
で
、
東
大
寺
威
儀
師
覚
仁
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
29

。

前
段
（
中
略
箇
所
）
に
は
東
大
寺
領
で
あ
る
土
田
庄
に
つ
い
て
免
田
の
詳
細
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
後
段
に
「
〜
稲
田
庄
九
町
八
段 

櫟
田
六
段
小
阿
波
君
公
深
領
」
と
あ
り
、
阿
波
君

公
深
は
櫟
田
庄
の
領
主
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
櫟
田
庄
は
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）

九
月
の
「
興
福
寺
大
和
國
雑
役
免
坪
付
帳
」
の
文
書
内
に
興
福
寺
領
と
し
て
表
れ
て
お
り
30

、

応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
ま
で
は
興
福
寺
領
と
し
て
持
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
に
よ

り
明
ら
か
で
あ
る
31

。
稲
田
庄
に
つ
い
て
も
興
福
寺
領
で
あ
り
、
阿
波
君
公
深
に
つ
い
て
は

興
福
寺
に
関
連
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。 

続
く
南
土
田
庄
に
つ
い
て
は
東
大
寺
領
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
武
重
と
い
う
庄
に

つ
い
て
は
「
一
乗
院
御
領
」
と
あ
り
、
興
福
寺
一
乗
院
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
知
事
實

圓
一
丁
二
段
」
と
記
さ
れ
る
こ
の
實
圓
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）

「
興
福
寺
食
堂
造
営
段
米
未
進
注
文
」
に
見
え
る
興
福
寺
僧
知
事
の
伊
賀
公
實
円
だ
と
思
わ

れ
る
32

。

以
上
の
考
察
か
ら
、
こ
の
文
書
は
東
大
寺
華
厳
会
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
後
段
の

部
分
に
つ
い
て
は
興
福
寺
及
び
興
福
寺
の
僧
が
領
主
で
あ
る
免
田
庄
園
に
つ
い
て
の
記
載
と

な
っ
て
い
る
。
阿
波
君
公
深
に
つ
い
て
は
興
福
寺
領
の
櫟
田
庄
領
主
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
興

福
寺
関
係
の
僧
と
推
察
さ
れ
る
。
阿
波
君
と
呼
ば
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
阿
波
国
出
身
者

で
あ
る
か
、
所
領
を
持
つ
人
物
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
阿
波
国
の
史

料
に
当
該
人
物
の
名
は
見
え
な
い
。 

一
方
、
阿
波
と
い
う
地
名
に
注
目
す
る
と
、
大
和
國
平
群
郡
夜
摩
郷
阿
波
と
い
う
地
名
が

あ
り
、
現
在
は
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
阿
波
付
近
と
な
る
。
古
代
に
飽
波
（
あ
く
な
み
）
で

あ
っ
た
も
の
が
変
じ
て
阿
波
と
な
っ
た
と
も
、
阿
波
国
の
人
々
が
移
り
住
ん
だ
か
ら
で
あ
る

と
も
い
わ
れ
る
地
名
と
さ
れ
る
33

。
阿
波
君
公
深
領
で
あ
る
添
上
郡
櫟
田
庄
は
、
現
在
の
奈

良
県
大
和
郡
山
市
櫟
枝
町
付
近
で
あ
り
、
こ
の
大
和
の
阿
波
か
ら
は
お
よ
そ
八
㎞
と
い
う
近

距
離
に
位
置
す
る
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
う
し
た
地
理
的
要
素
に
鑑
み
れ
ば
「
阿
波
公
」
は
大

和
の
阿
波
を
意
味
す
る
可
能
性
も
あ
る
（
図
３
）。 

阿
波
公
公
深
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
史
料
に
は
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、

人
物
の
特
定
に
至
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
興
福
寺
の
僧
で
あ
り
、
南
都
南
西
に
あ
た
る

大
和
郡
山
付
近
に
所
領
を
持
つ
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

阿
波
君
公
深
所
領
の
櫟
田
庄
は
興
福
寺
か
ら
凡
そ
八
・
五
㎞
、
興
福
寺
か
ら
浄
瑠
璃
寺
も

凡
そ
八
㎞
と
地
理
的
に
も
近
く
、
互
い
に
影
響
の
及
ぶ
範
囲
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
、
嘉
承
三
年
の
新
本
堂
建
立
に
際
し
て
願
主
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
所
領
を
持
ち

裕
福
で
あ
っ
た
と
い
う
経
済
的
理
由
の
憶
測
程
度
し
か
答
え
を
得
ら
れ
な
い
が
、
同
じ
興
福

寺
と
の
関
係
が
深
い
経
源
と
の
接
点
が
一
つ
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。 

 

以
上
、
嘉
承
三
年
の
総
供
養
に
関
わ
る
、
総
供
養
導
師
経
源
と
願
主
阿
波
公
公
深
に
つ
い

て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
経
源
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
史
料
に
そ
の
名
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
来
歴
や
信
仰
背
景
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
願
主
の
阿
波
公
公
深
に
つ

い
て
は
、
一
つ
の
古
記
録
に
し
か
そ
の
名
が
見
え
ず
、
興
福
寺
僧
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
論
に

留
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
嘉
承
三
年
総
供
養
に
二
人
の
興
福
寺
関
係
の
僧
が
携
わ

る
と
い
う
こ
と
は
、
相
応
に
浄
瑠
璃
寺
と
興
福
寺
と
の
関
係
が
見
て
と
れ
る
。
従
来
の
研
究

で
は
浄
瑠
璃
寺
の
発
展
は
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
の
恵
信
が
隠
遁
し
た
折
に
結
ば
れ
た
興

福
寺
一
乗
院
と
の
末
寺
関
係
に
由
来
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
本
章
考
察
か
ら
は
嘉
承
三

年
時
点
に
お
い
て
、
既
に
浄
瑠
璃
寺
は
興
福
寺
と
強
い
関
係
に
あ
っ
た
事
が
窺
わ
れ
る
の
で

あ
る
。 
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ま
た
、
経
源
の
迎
接
を
望
む
信
仰
背
景
か
ら
は
、
総
供
養
の
安
置
仏
と
し
て
中
尊
像
の
可

能
性
も
見
出
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
流
記
」
の
検
討
で
は
、
嘉
承
三
年
の
総
供
養
に
際

し
て
新
造
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
仏
像
は
毘
沙
門
天
像
の
み
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
中
尊
像
は
嘉

承
三
年
以
前
の
い
つ
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
従
来

の
研
究
で
注
目
さ
れ
て
き
た
嘉
承
二
年
以
前
の
存
在
が
明
ら
か
な
「
西
堂
」
と
そ
の
本
尊
に

つ
い
て
検
討
し
つ
つ
、
創
建
か
ら
嘉
承
二
年
ま
で
の
「
流
記
」
に
記
さ
れ
て
い
な
い
六
十
年

間
に
着
目
し
、
中
尊
像
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。 

第
四
章 

創
建
か
ら
嘉
承
二
年
ま
で 

六
十
年
間
の
再
検
討 

 

「
流
記
」
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
条
の
冒
頭
に
は
「
一
廻
之
後
」
と
記
さ
れ
、
創
建
の

永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
条
か
ら
一
足
飛
び
に
六
十
年
後
の
嘉
承
二
年
の
新
本
堂
着
工
の
記

事
へ
と
移
る
。「
一
廻
」
と
し
て
新
本
堂
の
建
立
に
臨
ん
だ
と
記
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
の
間
の

藍
本
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
創
建
期
は
記
録
す
べ
き
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
空
白
の
六
十
年
の
再
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
二
つ
の
史
料
が
あ
る
。
一
つ
は
「
流
記
」

延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
条
の
記
事
、
も
う
一
つ
は
、
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
銘
記
が
残

る
浄
瑠
璃
寺
伝
来
の
像
内
納
入
品
で
あ
る
。 

（
一
）「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
延
久
三
年
条

一
、
延
久
三
年
亥辛

六
月
十
四
日
、
往
生
講
始
行
之
。
土
沙
加
持
在
之
。 

 

こ
の
条
は
「
流
記
」
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
条
と
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
条
の
間
に

挟
ま
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
延
久
三
年
は
西
暦
一
〇
七
一
年
に
あ
た
り
、
本
来

で
あ
れ
ば
創
建
記
事
の
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
と
、
新
本
堂
建
立
記
事
の
嘉
承
二
年
（
一

一
〇
七
）
の
間
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
延
久
三
年
の
干
支
は
辛
亥
で
あ
り
、
同

年
の
記
事
と
認
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。 

堀
池
春
峰
氏
に
よ
る
と
こ
う
し
た
編
年
体
が
守
ら
れ
て
い
な
い
記
述
が
「
流
記
」
に
は
数

箇
所
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
書
写
さ
れ
た
折
の
藍
本
が
良
本
で
は
な
い
状
態
で
あ
っ
た

た
め
に
起
き
た
と
さ
れ
て
い
る
34

。
こ
の
条
も
同
様
の
経
緯
に
よ
っ
て
、
百
年
以
上
も
下
る

時
代
に
誤
っ
て
書
写
、
編
集
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

当
該
の
条
は
、
延
久
三
年
に
浄
瑠
璃
寺
で
往
生
講
の
行
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
往
生
講
で
は
土
沙
加
持
も
修
し
た
と
あ
る
。 

 

往
生
講
と
は
、
極
楽
往
生
を
願
っ
て
念
仏
や
行
を
修
す
講
で
あ
り
、
往
生
講
次
第
の
例
と

し
て
は
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
比
叡
山
横
川
首
楞
厳
院
に
て
結
成
さ
れ
た
二
十
五
三
昧
会

が
そ
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
慶
滋
保
胤
が
記
し
た
『
二
十
五
三
昧
会
起
請
』「
八

箇
条
起
請
」（
以
下
「
起
請
」）
に
は
そ
の
次
第
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
35

36

。

 
 

一
、
可
毎
月
十
五
日
勤
修
念
佛
三
昧
事
。 

 
 

一
、
可
念
佛
結
願
、
次
誦
光
明
真
言
、
加
持
土
砂
事
。 

 
 

一
、
可
調
心
護
道
擇
入
補
闕
事
。 

 
 

一
、
可
建
立
別
處
號
往
生
院
、
結
衆
病
時
令
移
住
事
。 

 
 

一
、
可
結
衆
病
間
結
番
瞻
視
事
。 

 
 

一
、
可
點
定
結
衆
墓
處
號
花
䑓
廟
、
二
季
修
念
佛
事
。 

 
 

一
、
可
常
念
西
方
、
深
積
功
力
事
。 

 
 

一
、
可
結
衆
没
後
守
義
修
善
事
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
極
楽
往
生
を
願
っ
て
、
昼
は
法
華
経
、
夜
は
光
明
真
言
の
念

仏
三
昧
、
そ
し
て
病
を
得
て
死
に
際
し
た
結
衆
に
は
手
厚
い
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。「
流
記
」
延
久
三
年
条
の
「
往
生
講
を
始
む
」
と
い
う
記
事
を
、
こ
の

「
起
請
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
次
誦
光
明
真
言
、
加
持
土
砂
事
。」
と
付
合
し
、
篤
い

浄
土
信
仰
と
、
こ
う
し
た
意
義
を
持
つ
往
生
講
活
動
が
浄
瑠
璃
寺
内
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
「
起
請
」
の
「
可
建
立
別
處
號
往
生
院
」
で
あ
る
。
別
所
に
往
生

院
を
建
立
し
、
次
第
に
よ
れ
ば
「
阿
弥
陀
像
を
安
置
し
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
延

久
三
年
の
浄
瑠
璃
寺
に
も
、
往
生
院
と
阿
弥
陀
像
が
備
え
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
往
生
院

は
西
方
極
楽
往
生
を
願
う
と
い
う
意
義
に
お
い
て
「
流
記
」
に
記
さ
れ
た
「
西
堂
」
が
ま
さ

に
符
合
す
る
。
ま
た
阿
弥
陀
迎
接
を
願
う
往
生
講
に
は
、
来
迎
印
を
結
ぶ
中
尊
像
の
存
在
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
二
章
で
述
べ
た
「
流
記
」
永
治
二
年
（
一
一
四
二
）
条
の
「
浄
土
院

に
お
け
る
阿
弥
陀
講
の
行
を
始
む
」
に
至
る
、
浄
瑠
璃
寺
の
浄
土
、
往
生
信
仰
の
継
承
と
「
往
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生
院
」「
西
堂
」「
浄
土
院
」
と
い
う
伽
藍
名
か
ら
も
、
中
尊
像
の
存
在
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

 
加
え
て
、「
起
請
」
に
表
れ
る
、「
別
處
」
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ

も
「
別(
處)
所
」
と
は
、
深
山
な
ど
で
修
行
に
専
念
す
る
た
め
の
場
所
、
堂
宇
を
指
す
も
の
で

あ
る
が
、
井
上
光
貞
氏
に
よ
る
と
37

、
十
一
世
紀
半
ば
の
南
山
城
一
帯
に
は
南
都
大
寺
の
修

行
の
場
と
し
て
別
所
が
各
所
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
浄
瑠
璃
寺
と
東
小
田
原
寺
等
が
あ
る
小

田
原
は
興
福
寺
別
所
で
、
光
明
山
寺
は
東
大
寺
別
所
で
あ
っ
た
。「
流
記
」
嘉
承
三
年
条
の
新

本
堂
建
立
に
お
け
る
経
源
や
阿
波
公
公
深
、
岩
本
常
光
院
に
隠
遁
し
た
延
観
や
、
そ
の
伝
を

頼
り
隠
遁
し
た
恵
信
ら
、「
流
記
」
に
表
れ
る
多
く
の
人
物
が
興
福
寺
縁
で
あ
り
、
こ
の
小
田

原
別
所
と
の
関
係
に
由
来
す
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。 

浄
瑠
璃
寺
で
往
生
講
が
修
さ
れ
た
延
久
三
年
当
時
の
南
山
城
に
は
、
元
暦
元
年
（
一
一
八

四
）
成
立
の
『
高
野
山
往
生
伝
』
38

、
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
頃
成
立
の
『
拾
遺
往
生
伝
』

39

、
に
そ
の
来
歴
が
表
れ
る
小
田
原
聖
と
呼
ば
れ
た
迎
接
房
教
懐
が
小
田
原
（
東
小
田
原
寺

か
）
に
住
し
て
お
り
、
熱
心
な
浄
土
信
仰
の
布
教
、
勧
進
を
行
な
っ
て
い
た
。
ま
た
東
大
寺

三
論
宗
永
観
が
光
明
山
寺
（
旧
山
城
町
、
現
木
津
市
）
に
隠
棲
し
て
い
た
時
期
と
も
符
合
し
、

永
観
が
禅
林
寺
に
入
っ
た
の
ち
の
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
に
往
生
講
の
作
法
書
『
往
生
講

式
』
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
40

、
こ
の
時
期
の
小
田
原
、
浄
瑠
璃
寺
を
取
り
巻
く
浄
土

信
仰
の
様
相
は
、迎
接
を
期
待
す
る
往
生
講
が
隆
盛
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。 

永
観
の
『
往
生
講
式
』
に
も
別
所
で
あ
る
往
生
院
に
は
阿
弥
陀
迎
接
像
を
安
置
す
る
旨
が

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
浄
瑠
璃
寺
の
延
久
三
年
の
往
生
講
の
本
尊
が
来

迎
印
阿
弥
陀
像
、
す
な
わ
ち
中
尊
像
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

そ
の
成
立
は
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
を
や
や
遡
る
時
期
と
す
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

（
二
）
像
内
納
入
品 

印
仏
、
摺
仏

次
に
、
も
う
一
つ
の
注
目
さ
れ
る
史
料
が
、
浄
瑠
璃
寺
伝
来
の
像
内
納
入
品
で
あ
る
「
十

二
体
印
仏
」（
図
４
）
と
「
百
体
摺
仏
」（
図
５
）
で
あ
る
。
と
も
に
和
紙
に
定
印
を
結
ぶ
阿

弥
陀
仏
の
姿
が
並
ぶ
版
画
で
あ
る
。
写
経
と
同
様
に
功
徳
を
積
む
行
為
、
作
善
と
し
て
数
多

く
制
作
さ
れ
て
像
内
に
籠
め
ら
れ
供
養
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
い
つ
ど
の
阿
弥
陀
像

の
胎
内
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
の
初
め
に
は
像
内
よ

り
取
り
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
坊
間
に
流
布
し
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
像
内
納
入
さ
れ
て
い
た
最
古
の
印
仏
、
摺
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
41

。

「
十
二
体
印
仏
」
は
、
十
二
体
の
阿
弥
陀
仏
を
一
組
と
し
て
紙
に
印
を
捺
す
よ
う
に
し
て

並
べ
制
作
し
た
版
画
で
あ
る
。
紙
縒
で
綴
じ
て
束
ね
ら
れ
た
状
態
の
も
の
が
あ
り
、
こ
の
紙

縒
に
以
下
の
銘
記
が
残
る
も
の
が
あ
る
42

。

四
千
五
十
躰
長
治
二
年
五
月
十
五
日

五
十
枚 

別
八
十
躰

長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
は
、
新
本
堂
着
工
の
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
の
二
年
前
で
あ

る
。
嘉
承
三
年
の
総
供
養
に
い
た
る
一
連
の
行
事
に
関
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
概
ね
確
か

だ
と
い
え
よ
う
。 

一
方
の
「
百
体
摺
仏
」
に
つ
い
て
は
、
百
体
の
定
印
阿
弥
陀
の
姿
を
板
木
に
彫
り
、
紙
に

摺
り
写
さ
れ
た
版
画
で
あ
る
。
内
田
啓
一
氏
に
よ
る
と
「
百
体
摺
仏
」
の
方
が
「
十
二
体
印

仏
」
よ
り
も
像
容
が
緩
く
、
古
様
で
あ
る
と
し
て
い
る
41

43

。「
印
仏
」
に
つ
い
て
は
、
浄
瑠

璃
寺
伝
来
の
吉
祥
天
像
も
あ
り
、
十
二
世
紀
以
降
の
作
善
と
し
て
浄
瑠
璃
寺
に
定
着
し
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。 

技
術
的
な
側
面
か
ら
検
討
す
る
と
、
百
体
の
仏
像
を
彫
り
、
紙
に
写
す
作
業
の
「
摺
仏
」

よ
り
も
、
十
二
体
を
ユ
ニ
ッ
ト
判
と
し
て
一
枚
の
紙
に
何
回
か
捺
し
て
多
数
作
善
を
可
能
に

す
る
「
印
仏
」
の
方
が
合
理
的
手
法
で
あ
り
、
年
代
が
下
る
と
い
う
の
は
蓋
然
性
が
高
い
と

思
わ
れ
る
。
内
田
氏
に
よ
る
「
百
体
摺
仏
」
の
方
が
古
様
と
い
う
見
解
を
入
れ
る
な
ら
ば
、

「
百
体
摺
仏
」
の
制
作
は
長
治
二
年
を
下
限
と
し
て
さ
ら
に
遡
る
こ
と
に
な
り
、
像
内
に
そ

れ
を
納
入
さ
れ
た
阿
弥
陀
像
も
嘉
承
二
年
、
長
治
二
年
を
遡
っ
て
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
版
画
に
よ
る
絵
像
の
像
内
納
入
品
が
写
経
と
は
異
な
り
、
浄
瑠
璃
寺
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
活
動
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
や
や
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ

さ
が
見
ら
れ
る
愛
ら
し
い
阿
弥
陀
像
の
姿
や
、文
字
を
用
い
な
い
絵
像
と
い
う
手
法
か
ら
は
、

貴
顕
の
作
善
と
い
う
よ
り
、
衆
生
の
願
い
を
叶
え
る
勧
進
を
伴
う
作
善
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
、
浄
瑠
璃
寺
の
創
建
か
ら
嘉
承
二
年
に
至
る
六
十
年
の
寺
勢
を
支
え
て
い
た

人
々
の
姿
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。 

浄
瑠
璃
寺
創
建
か
ら
の
六
十
年
間
の
再
検
討
に
あ
た
り
、「
流
記
」
延
久
三
年
条
の
往
生
講

記
事
と
、
像
内
納
入
品
で
あ
る
「
十
二
体
印
仏
」「
百
体
摺
仏
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

い
ず
れ
の
考
察
か
ら
も
、
嘉
承
三
年
総
供
養
以
前
に
、
既
に
阿
弥
陀
像
が
浄
瑠
璃
寺
に
は
安

置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
成
立
時
期
を
示
す
な
ら
ば
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
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を
や
や
遡
る
時
期
か
ら
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
ま
で
と
な
ろ
う
。 

こ
の
往
生
講
の
次
第
や
像
内
納
入
品
に
見
る
多
数
作
善
の
行
い
に
は
篤
い
浄
土
信
仰
の
様

相
が
窺
わ
れ
、
当
該
の
阿
弥
陀
像
に
つ
い
て
は
迎
接
像
つ
ま
り
来
迎
印
阿
弥
陀
像
が
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
迎
接
像
は
や
は
り
中
尊
像
に

比
定
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

お
わ
り
に 

浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
中
尊
像
の
成
立
時
期
を
検
討
す
べ
く
、
従
来
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ

「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
に
つ
い
て
、
創
建
年
代
か
ら
丁
寧
に
検
討
を
試
み
た
。 

従
来
の
研
究
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
流
記
」
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
条
の
往

生
講
と
、
阿
弥
陀
像
内
納
入
物
で
あ
る
印
仏
、
摺
仏
の
年
代
の
検
討
に
よ
り
、
中
尊
像
の
成

立
時
期
は
延
久
三
年
を
や
や
遡
る
可
能
性
が
得
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
結
論
か
ら
は
、
嘉
承

二
年
（
一
一
〇
七
）
条
に
見
え
る
「
西
堂
」
の
本
尊
が
中
尊
像
で
あ
る
可
能
性
を
強
め
る
こ

と
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
奇
し
く
も
中
尊
像
成
立
年
代
を
彫
刻
様
式
論
か
ら
一
〇
七
〇
年

代
と
し
た
淺
湫
毅
氏
の
主
張
と
並
ぶ
こ
と
と
な
る
。 

加
え
て
、
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
の
総
供
養
に
関
わ
る
経
源
、
阿
波
公
公
深
の
来
歴
の

検
討
か
ら
は
、
興
福
寺
と
の
関
係
が
寺
歴
の
早
期
か
ら
強
く
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
窺
わ
れ

た
。
延
久
三
年
に
中
尊
像
が
成
立
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
当
時
の
興
福
寺
小
田
原
別
所
の
信

仰
環
境
が
、
そ
の
成
立
に
大
い
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。 

改
め
て
「
流
記
」
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
嘉
承
三
年
以
降
、
真
言
密
教
に
よ
る
法
会
や
名

称
が
多
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
四
章
で
検
討
し
た
延
久
三
年
条
の
往
生
講
に
伴
う
土
砂

加
持
は
密
教
加
持
で
あ
り
、
嘉
承
三
年
の
総
供
養
に
も
密
供
養
と
注
釈
が
付
さ
れ
、
讃
衆
を

伴
う
声
明
供
養
で
あ
る
。
夏
中
理
趣
三
昧
行
、
八
祖
御
影
供
な
ど
の
法
会
に
加
え
、
秘
密
荘

厳
院
等
の
堂
宇
名
、
醍
醐
寺
や
園
城
寺
の
僧
名
も
見
ら
れ
る
。 

本
稿
で
は
詳
細
に
は
触
れ
な
い
が
、
小
田
原
別
所
は
真
言
密
教
系
浄
土
信
仰
の
拠
点
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
興
福
寺
法
相
は
真
言
と
の
兼
学
で
あ
っ
た
。
小
田
原
を
拠
点
と
し
た
教

懐
は
の
ち
に
高
野
山
に
入
山
し
て
高
野
聖
の
祖
と
な
り
、
総
供
養
導
師
を
務
め
た
経
源
も
真

言
宗
の
法
脈
に
連
な
る
。 

従
来
の
研
究
で
は
こ
う
し
た
真
言
密
教
系
浄
土
信
仰
と
中
尊
像
の
成
立
に
つ
い
て
の
関
連

性
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
尊
像
の
成
立
時
期
を
一
〇
七
〇
年
頃

に
ま
で
遡
ら
せ
る
な
ら
ば
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
事
情
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
加
え
て
周

丈
六
の
来
迎
印
阿
弥
陀
像
の
造
像
を
可
能
に
す
る
パ
ト
ロ
ン
に
つ
い
て
も
課
題
で
あ
り
、
浄

瑠
璃
寺
が
抱
え
る
真
言
密
教
系
浄
土
信
仰
と
小
田
原
別
所
の
研
究
を
深
め
、
次
稿
に
託
し
た

い
と
思
う
。 

【
註
】 

1  
 

堀
池
春
峰
『
大
和
古
寺
大
観 

第
七
巻 

海
住
山
寺
・
岩
船
寺
・
浄
瑠
璃
寺
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
〇
九
〜
一
一
一
頁
。 

2   

伊
藤
延
男
「
浄
瑠
璃
寺
の
歴
史
」『
大
和
古
寺
大
観 

第
七
巻 

海
住
山
寺
・
岩
船 

寺
・
浄
瑠
璃
寺
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
六
四
〜
六
五
頁
。 

3   

『
鎌
倉
遺
文 

第
四
巻
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
三
年
。 

二
一
〇
五
文
書
「
譲
与 

私
領
田
畠
事 

建
保
二
年
五
月
廿
九
日
条
」 

 
 

〜
次
畠
所
役
、
自
往
年
東
小
田
（
原
脱
カ
）
随
願
寺
所
合
升
〜
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
） 

4  
 

金
森
遵
「
浄
瑠
璃
寺
阿
弥
陀
如
来
像
の
造
立
年
代
」『
史
迹
と
美
術
一
五
二
号
』、
一

九
四
三
年
。 

5   

井
上
正
「
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
の
造
立
年
代
に
つ
い
て
」『
國
華
』
八
六
一

号
、
一
九
六
三
年
。 

6

  

前
掲
注
2 

伊
藤
氏
解
説
、
六
四
頁
。 

7

 

前
掲
注
2 

伊
藤
氏
解
説
、
六
三
〜
六
八
頁
。「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
に
沿
い
、
主
に
建

築
視
点
か
ら
の
論
。 

8  
 

小
林
剛
『
浄
瑠
璃
寺
』
鹿
鳴
荘
、
一
九
五
七
年
。
嘉
承
説
。
建
築
史
学
的
側
面
か
ら

本
堂
の
形
式
を
し
て
導
く
。 

福
山
敏
男
『
浄
瑠
璃
寺 

日
本
の
寺
・
５
』
美
術
出
版
社
、
一
九
五
九
年
。 

9  
 

礪
波
恵
昭
「
南
都
の
浄
土
信
仰
と
造
像
活
動
の
一
形
態―

迎
接
房
経
源
と
浄
瑠
璃
寺

九
体
阿
弥
陀
像
を
め
ぐ
っ
て―

」『
奈
良
学
研
究
二
号
』
帝
塚
山
大
学
奈
良
学
総
合
文
化
研
究

所
編
、
一
九
九
九
年
。 

10

 

深
沢
麻
亜
沙
「
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
を
中
心
と
し
た
平
安
時
代
後
期
の
信
仰
と

造
像
に
関
す
る
研
究
」『
鹿
島
財
団
年
報
』
鹿
島
美
術
財
団
編
、
二
〇
一
三
年
。
造
営
に
関
し

て
は
貴
顕
の
み
で
な
く
幅
広
い
身
分
の
人
が
関
与
し
た
と
し
て
い
る
。 
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11   

佐
藤
有
希
子
「
京
都
・
浄
瑠
璃
寺
四
天
王
像
に
関
す
る
一
考
察―

浄
土
思
想
と
の
関 

係
を
視
野
に
入
れ
て―

」『
図
像
学
２ 

イ
メ
ー
ジ
の
成
立
と
伝
承
』
仏
教
美
術
論
集
／
竹
林 

舎
、
二
〇
一
四
年
。 

12  
 

肥
田
路
美
『
日
本
の
古
寺
美
術 

浄
瑠
璃
寺
と
南
山
城
の
寺
』
保
育
社
、
一
九
八
七

年
。
様
式
か
ら
も
、
中
尊
の
溌
剌
と
し
た
迫
力
は
法
界
寺
（
十
二
世
紀
初
）
ら
の
繊
細
さ
と

は
一
線
を
画
す
と
し
て
、
嘉
承
三
年
（
一
一
〇
八
）
説
に
異
論
あ
り
、
こ
れ
よ
り
早
い
時
期

で
は
な
い
か
と
す
る
。 

13   

淺
湫
毅
「
浄
瑠
璃
寺
の
九
体
阿
弥
陀
と
四
天
王
像
を
め
ぐ
っ
て
」『
南
都
と
南
山
城
を

め
ぐ
る
僧
と
造
仏
』
公
益
財
団
法
人
仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団
、
研
究
報
告
書
四
十
一

冊
、
二
〇
一
五
年
。 

14  
 

伊
東
史
朗
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」『
院
政
期
の
仏
像
』
京
都
国
立
博
物
館
編
、

一
九
九
二
年
、
二
〇
四
頁
、
仏
師
年
表
よ
り
。 

15 

こ
の
七
年
後
に
あ
た
る
永
萬
二
年
「
僧
祐
恵
田
地
寄
進
状
案
」
に
九
体
阿
弥
陀
堂
の
存

在
が
史
料
上
初
め
て
確
認
で
き
る
。『
平
安
遺
文 
古
文
書
編 

第
七
巻
』 

東
京
堂
出
版
、

一
九
七
五
年
。 

三
三
九
〇
文
書
「
僧
祐
恵
田
地
寄
進
状
案 

永
万
二
年
四
月
十
二
日
条
」 

 
 

一
奉
納 

私
領
田
地
事 

合
壹
段
者 

在
葛
上
群
卌
一
條
二
里
十
八
坪
之
内 

右
件
田
地
者
、
当
山
住
僧
祐
恵
、
自
紀
忠
長
之
手
傳
得
處
也
、
而 

爲
滅
罪
生
善
、
永
以
相
副
本
公
験
、
西
小
田
原
九
體
阿
弥
陀
堂 

奉
納
處
也
、
更
不
可
後
代
之
牢
籠
、
仍
放
新
券
之
状
、
如
件
、 

永
萬
二
年
四
月
十
二
日 

 
 
 

在
判 

 

当
山
住
侶
祐
恵
が
紀
忠
長
よ
り
譲
り
得
た
田
地
を
、
西
小
田
原
九
体
阿
弥
陀
堂
に
寄
進
す
る

と
い
う
文
書
で
あ
り
、「
九
体
阿
弥
陀
堂
」
の
初
出
文
書
と
な
る
。 

16  
 

平
林
盛
特
・
小
林
一
行
編
『
五
十
音
引
僧
綱
補
任 

僧
歴
綜
覧
』
笠
間
書
院
、
一
九

七
六
年
。 

17   

杉
山
信
三
「
阿
弥
陀
堂
の
系
譜
」『
日
本
古
寺
美
術
全
集 

第
十
五
巻
』
集
英
社
、
一

九
八
〇
年
。
恵
信
の
後
ろ
盾
な
く
し
て
は
九
体
阿
弥
陀
堂
の
建
立
は
不
可
能
と
し
て
、
嘉
承

二
年
（
一
一
〇
七
）
の
堂
を
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
に
九
体
阿
弥
陀
堂
へ
、
さ
ら
に
保
元

二
年
（
一
一
五
七
）
に
移
築
し
た
と
す
る
。 

18   

関
根
俊
一
「
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
」『
近
畿
文
化
』
五
八
三
、 

一
九
九
八
年
。
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
説
。
恵
信
の
影
響
に
よ
る
と
示
唆
す
る
。   

19   

「
特
別
名
勝
・
史
跡
浄
瑠
璃
寺
庭
園 

 

平
成
二
四
〜
二
六
年
度
調
査
」、
有
限
会
社

京
都
平
安
文
化
財
。
平
成
二
二
年
度
か
ら
五
ヵ
年
計
画
で
景
観
の
保
存
修
理
と
し
て
行
わ
れ

た
事
業
報
告
。
平
成
二
五
年
度
報
告
書
に
、
本
堂
が
建
つ
池
の
西
側
盛
土
が
十
二
世
紀
前
半

に
は
施
さ
れ
た
と
い
う
調
査
結
果
。
保
元
二
年
の
本
堂
移
建
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
る
。 

20

 

清
水
善
三
「
平
安
末
期
に
お
け
る
造
仏
之
一
例―

「
久
寿
二
年
、
丈
六
阿
弥
陀
仏
像 

支
度
注
文
案
」
の
場
合―

」 

『
佛
教
藝
術
第
九
八
号
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
。 

「
平
安
遺
文
」
第
十
巻
、
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
八
月
の
年
記
「
丈
六
像
座
餝
支
度
注
文

案
」（
補
遺
八
〇
）、
お
よ
び
「
丈
六
金
色
阿
弥
陀
仏
像
支
度
注
文
案
」（
補
遺
八
一
）
の
二
通

の
文
書
は
、
丈
六
阿
弥
陀
坐
像
一
軀
を
造
立
す
る
に
必
要
な
材
料
と
技
術
者
の
賃
金
を
請
求

す
る
文
書
で
あ
る
。
講
師
慶
與
は
中
堅
仏
所
棟
梁
と
見
、
一
級
の
大
仏
師
の
造
像
よ
り
は
工

人
費
用
総
額
は
下
が
る
が
、
概
ね
当
時
の
平
均
値
が
示
さ
れ
る
。 

21   

近
藤
瓶
城
編
「
後
拾
遺
往
生
伝
巻
中
」『
史
籍
集
覧
十
九
』
近
藤
出
版
部
、
一
九
〇
二

―

一
九
二
六
年
。 

 

22   

『
真
言
宗
血
脈
［
一
］［
二
］』
国
立
国
会
図
書
館 

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2607416 

23   

甲
田
宥
吽
「
親
王
院
本
『
西
院
流
血
脈
』」『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要 

／

密
教
文
化
研
究
所 

編 

十
六
号
』、
二
〇
〇
三
年
、
十
一
〜
七
七
頁
。 

24  
 

尾
崎
左
永
子
「『
栄
花
物
語
』
彩
古
抄 

巻
十
八 

玉
の
う
て
な
」『
歌
壇
十
七
巻
十

二
号
』
本
阿
弥
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。 

25  

日
向
一
雅
「
和
州
円
成
寺
の
縁
起
類
の
調
査
と
翻
刻
」『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所

紀
要 

第
四
一
冊
』、
一
九
九
七
年
。 

26   

藤
原
公
定 

撰
『
新
編
纂
図
本
朝
尊
卑
分
脈
系
譜
雑
類
要
集
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇

四
年
。 

27  
 

『
大
和
古
寺
大
観 

第
四
巻 

新
薬
師
寺
・
白
毫
寺
・
円
成
寺
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
七
年
、
七
五
頁
。 

28  

『
平
安
遺
文 

第
五
巻
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
。
二
三
六
五
文
書
「
大
和
國
東

大
寺
花
厳
会
床
饗
免
田
注
文
案 

保
延
三
年
三
月
条
」
華
厳
会
免
田
に
つ
い
て
は
、『
平
安
遺
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文
』
三
六
七
六
文
書
「
東
大
寺
華
厳
会
饗
前
支
配
状
案
」
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
の
古
文

書
が
残
る
。
承
安
五
年
文
書
に
は
櫟
田
六
前
小
の
領
主
は
常
任
上
の
割
注
が
あ
り
、
阿
波
君

公
深
か
ら
移
譲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。 

29  
 

佐
藤
泰
弘
「
華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主
」『
甲
南
大
学
紀
要
一
五
四
』、
二
〇
〇
八

年
、
一
〇
頁
。「
東
床
饗
料
下
行
由
緒
記
録
」
に
基
づ
き
、
華
厳
会
饗
料
の
収
納
は
東
大
寺
威

儀
師
覚
仁
が
収
納
を
担
っ
た
と
し
て
い
る
。

30   

『
平
安
遺
文 
第
九
巻
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
。 

四
六
三
九
・
四
六
四
〇
文
書
「
興
福
寺
大
和
國
雑
役
免
坪
付
帳 

延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）

九
月
」
櫟
田
庄
の
記
録
上
の
初
見
は
、
こ
の
「
興
福
寺
大
和
國
雑
役
免
坪
付
帳
」
で
あ
る
。 

31

 

瀬
野
精
一
朗
編
『
日
本
荘
園
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。 

32   

『
平
安
遺
文 

第
八
巻
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年 

四
〇
八
一
文
書「
興
福
寺
政
所
下
文 

食
堂
造
営
料
□
去
〃
年
段
米
未
進
事 

寿
永
二
年（
一

一
八
三
）
三
月 

一
、
實
円
領
伊
賀
公 

上
土
田
庄
平
群
郡
十
二
町
一
段
大 

所
當
一
石
二
斗
一
升
六
合
六
夕
七
才
内 

未
進
五
斗
二
升
加
利
并
定
（
下
略
） 

33  
 

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典 

二
九 

奈
良
県
』
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
。
櫟
田
、

飽
波 

阿
波
に
つ
い
て
の
資
料
。 

34   

前
掲
注
1 

堀
池
春
峰
氏
解
説
一
〇
九
〜
一
一
一
頁
。 

 

「
浄
瑠
璃
寺
流
記
」
の
当
該
箇
所 

 
 

一
、
文
治
四
年
申戊

。
申
請 

春
日
大
明
神
并
若
宮
等
御
神
木
神
鏡
。
奉
崇
当
寺
鎮
守
矣
。 

（
中
略
）
推
察
ク
ハ
本
願
義
明
上
人
之
時
奉
勧
請
之
歟
。
日
記
等
可
尋
之
云
々
。 

 
 

一
、
延
久
三
年
亥辛

六
月
十
四
日
。
往
生
講
始
行
之
。
土
沙
加
持
在
之
。 

 
 

一
、
建
久
五
年
寅甲

三
月
四
日
。
両
月
之
間
木
津
三
増
池
築
立
之
。
委
細
日
記
寺
庫
ニ
在 

之
。 

文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
と
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
の
間
に
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）

の
条
が
挟
ま
れ
る
。
お
そ
ら
く
建
久
と
延
久
の
混
同
と
思
わ
れ
る
。
堀
池
氏
は
、
長
算
が
藍

本
と
し
て
用
い
た
釈
迦
院
本
は
、
観
応
元
年
の
書
写
の
時
点
で
必
ず
し
も
良
本
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
他
の
例
と
し
て
、
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
と
仁
安
三
年
（
一

一
六
八
）
の
間
に
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
の
記
事
が
四
頁
に
わ
た
っ
て
収
め
ら
れ
、
し
か

も
承
安
四
年
と
仁
安
三
年
が
編
年
順
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

35

 

『
恵
信
僧
都
全
集 

第
一
巻
』
比
叡
山
図
書
刊
行
所
、
一
九
二
七
年
、
三
三
九−

三
五

九
頁 

36

 

速
水
侑
『
日
本
仏
教
史 

古
代
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。 

37   

井
上
光
貞
『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
山
川
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、「
第
四

章

院
政
期
の
真
言
及
び
南
都
の
浄
土
教
」、
三
三
五
〜
三
八
〇
頁
。 

38  
 

塙
保
己
一
『
続
群
書
類
従
巻
第
二
百 

傳
部
十
二
』『
高
野
山
往
生
伝
』、
国
立
公
文

書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
。
日
野
法
界
寺
如
寂
撰
。
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
頃
成
立
。 

39   

三
善
為
康
『
日
本
往
生
伝
三
『
拾
遺
往
生
伝
』』
永
田
文
昌
堂
、
一
八
八
二
年
、
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
頃
成
立
。 

40

 

五
十
嵐
隆
幸
『
永
観
『
往
生
講
式
』
の
研
究 

影
印
・
訓
訳 

養
福
寺
蔵
本
『
往
生

講
私
記
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
。 

41  
 

『
大
和
路
の
仏
教
版
画
』
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
編
、
東
京
美
術
、
一
九
九
四

年
、
十
二
〜
一
五
頁
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。 

42  
 

『
大
和
古
寺
大
観 

第
七
巻 

海
住
山
寺
・
岩
船
寺
・
浄
瑠
璃
寺
』
岩
波
書
店
、
一

九
七
八
年
、
八
八
頁
。 

43  
 

内
田
啓
一
『
美
し
き
日
本
の
仏
教
版
画
』
東
京
美
術
、
二
〇
一
八
年
、
一
五
〇
〜
一

五
一
頁
。 

 

【
挿
図
出
典
】 

図
1
、
2 

 
 

『
大
和
古
寺
大
観 

第
七
巻 

海
住
山
寺
・
岩
船
寺
・
浄
瑠
璃
寺
』
岩
波
書

店
、
一
九
七
八
年
。 

図
3

 

筆
者
作
成
。 

図
4
、
5 

 

町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
所
蔵
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
提
供
。 

表
1

 

筆
者
作
成 
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（図４）阿弥陀如来坐像印仏(十二体一版) 

町田市立国際版画美術館蔵 

（表１）年表「浄瑠璃寺流記」長和二年〜延応二年 

（図５）阿弥陀如来坐像摺仏（百体一版） 

町田市立国際版画美術館蔵 

( 平

櫟
約

約

約

（図３）浄瑠璃寺・櫟田庄・阿波・興福寺 位置関係図 （図 1）『浄瑠璃寺流記事』巻首 

（図２）浄瑠璃寺九体阿弥陀中尊像 
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Establishment of the Central Statue of Nine-Amidas in Joruri-ji Temple 
 

 

TAKAHASHI Chika 
 

 

 

The Nine-Amidas in Joruri-ji Temple in Minami-Yamashiro, Kyoto Prefecture, are the only remnants of the 

style in which many statues were created during the late Heian period, based on the Jodo beliefs. 

The only clue to the temple’s history can be found in the “Joruriji ruki” (Record of the History and Treasures 

of Joruri-ji Temple), however, since it was copied 300 years after the temple’s founding, it is lacking 

important details. There are various theories about when the nine-Amida statues were created, which have 

not yet been determined.  

This paper will carefully examine the descriptions, pujas, and characteristics of the “Joruriji ruki,” using 

related historical sources to determine when the Nine-Amida statues were created. 

The “Joruriji ruki” discussion in Kashou 2-3 (1107-1108) is the epochal period of the temple’s history and 

is related to the Central statue of Nine-Amidas. Furthermore, the study examined the people involved in 

that year's puja, including “Goshoubou Kyogen,” the preside over the puja, and “Awakou Koushin,” the 

temple petitioner. Based on Kyogen’s deep faith in the Jodo beliefs and his desire to receive the offerings, 

it was concluded that the Buddha image was the Central statue. Based on an ancient document that mentions 

Koushin’s name, it was concluded that he was a monk of the Kofuku-ji Temple, lord of Shoen. In other 

words, the Central statue existed in Kashou 3, and the Kofuku-ji temple’s involvement was suggested as 

the reason for its creation. 

However, a discussion of the Ojou-ko in the “Joruriji ruki” of Enkyu 3 (1071) leads us to believe that the 

main image is a statue of Goushou. There was also an item delivered with the statue that was taken from 

the Amida at Joruri-ji, the “Amida Nyorai inbutsu” (12 pieces, one version) inscribed in Chouji 2 (1105). 

It is suspected that the “Amida Nyorai shuubutsu” (one hundred pieces, one version) dates back to the same 

year. This led to the belief that the Amida statue was established before Chouji 2 and Enkyu 3, at the latest. 

This Amida is a statue of Goushou and strengthens the possibility that the Central Statue of Nine-Amidas 

in Joururi-ji Temple was created as early as Enkyu 3 (1071) and as late as Kashou 2 (1107). 
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